様式第4号の1(第4条関係)
身分証明書(当該職員用)
	　
	9.0センチメートル
	　
	　

	　
	
	　
	

	　　　　　　　　　　第　　　　　号
交付年月日　　　年　　月　　日　　
有効期限　　　年　　月　　日　　
	　
	　

	


身分証明書



　氏名
　三股町　職員
	　
	2.0センチメートル
	　
	　
	
	

	
	　
	
	　
	
	
	

	
	写真
	　
	　
	　
	5.5センチメートル

	
	
	2.5センチメートル
	
	

	
	
	　
	　
	
	

	　上記の者は、森林法第188条第2項又は第3項の規定により、
他人の森林に立ち入って調査等ができる者であることを証する。

三股町長　　　　印　　　
	　
	　


表
	注意事項

　1　証明書を紛失し又は毀損したときは、速やかにその旨を所属長を経て町長に報告し、再交付を受けなければならない。

　2　証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

　3　証明書は、使用期限が過ぎたとき又は規定業務に従事しなくなったときは、速やかに所属長を経て町長に返還しなければならない。
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